
船舶事故調査報告書 

平成３０年６月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年１月３１日 ２２時１５分ごろ 

発生場所 鹿児島県肝付
きもつき

町観音埼沖 

 火埼
ひ さ き

灯台から真方位２２６°１０.８海里付近 

 （概位 北緯３１°０９.３′ 東経１３０°５８.８′） 

事故の概要  貨物船さつき丸は、南西進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３０年２月１９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 さつき丸、４９７トン 

１４０８５１、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、株

式会社榎本回漕店 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 バルバスバウに亀裂を伴う凹損等 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過  本船は、船長ほか５人が乗り組み、船長が単独で船橋当直につき、

平成３０年１月３１日２０時１０分ごろ約１２ノットの対地速力で自

動操舵により宮崎県串間市都井
と い

岬南西方沖を南西進していた。  

船長は、暖房の効いた操舵室内の舵輪の前に立って見張りを行って

いたところ、いつしか居眠りに陥り、変針予定場所を通過して航行を

続け、２２時１５分ごろ観音埼東岸の浅所に乗り揚げた。 

 本船の喫水は、船首約２.１ｍ、船尾約４.８ｍであった。 

 本船は、本事故当時、ふだん開けられている操舵室のドアが、雨が

降っていたので閉められていた。 

船長は、本事故当時、眠気を感じていなかったが、鹿児島県志布志

湾沖付近で前路に航行の支障となる他船を認めなかったので、気が緩

んだのではないかと本事故後に思った。 

分析 本船は、自動操舵で航行中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥

ったことから、変針予定場所を通過して航行を続け、観音埼東岸の浅

所に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、操舵室のドアが閉められ、同室内に暖房が効いていたこ

と、及び前路に航行の支障となる他船を認めず気が緩んでいたことか

ら、居眠りに陥った可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、自動操舵で航行中、単独で船橋当直中の

船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して航行を続け、観



音埼東岸の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・自動操舵として単独で当直する場合は、時々、外気に当たるなど

して居眠り運航を防止する措置を採ること。 

 


